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1．はじめに
　宮崎県は、九州南東部に位置し、北は大分県に、
西は九州山地を介して熊本県に、西南は鹿児島県
に隣接し、東は太平洋に面しています。総面積は、
7,735㎢で全国第14位の広さとなっており、東西
約70㎞、南北約160㎞で南北に長くなっています。
　気候の状況は、南海型気候区に属し、県東部の
海岸地方では、日本で最も温暖な地帯に属してい
ます。しかし、西部の山沿い地方では、関東地方
の気候に等しく、このうち、霧島山系のえびの高
原は、東北地方に等しい寒冷地であり、冬季には

最低気温が氷点下20℃以下に下がることもありま
す。このように本県は地勢が複雑なため、気温の
地域差が大きくなっています。降水量は県全域で
年間に2,000㎜以上の雨が降り、年間降水量2,800
㎜以上の地域が総面積のおよそ 3分の 1を占めま
す。特に霧島山系・鰐塚山系では3,000㎜を超え、
四国の太平洋岸、紀伊半島東部とともに、日本の
最多雨地帯となっています。

2 ．最近の災害発生状況
　昭和61年以降の災害記録をまとめると表− 1の
とおりで、これを査定決定箇所数と査定決定額で
グラフ化したものが図− 1となっています。最近
の台風や集中豪雨による大きな災害は、平成 5年、
平成 9年、そして、平成16年、平成17年と立て続
けに発生し、県内各地に大きな爪痕を残しました。

宮崎県の災害文化の伝承

…………………………………宮崎県県土整備部河川課

図− 1　査定決定箇所数（上図）及び決定金額（下図）

表− 1　公共土木施設の被災状況
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特に、平成17年 9 月の台風14号は、県内の農林水
産業や公共土木施設等の被害額が1,000億円を超
えるなど、戦後の台風災害としては最大級のもの
で、11名の方々が亡くなられました。

す）。
　冊子には、約500年前からの土砂災害、地震災害、
豪雨災害等の年表（表− ４）や被災状況写真（写
真− 1）等も整理され、現在に語り継がれています。

表− 2　既往改良復旧事業総括表（助成・特関）

表− ３　既往改良復旧事業総括表（関連）

３．改良復旧事業の記録
　改良復旧事業については、昭和34
年からこれまでに、助成事業で 6箇
所、8,965百万円、特関事業で83箇所、
1,251百万円、関連事業で267箇所、
４9,3４5百万円と積極的に活用していま
す（表− 2、3）。
　また、宮崎県管理河川の平成23年度
末の改修率47％の内改良復旧事業によ
るものは15％となっています。

4 ．災害文化伝承のための冊子作成に
ついて
　平成17年 9 月の台風14号では、11名
の方々が亡くなられました。このよう
な土砂災害による人的被害を被った背
景として、人々が自分の生まれ育った
山や川の歴史を知ることが少なくな
り、土砂災害の恐ろしさを考える機会
も少なくなってきたと思われること
や、先祖代々語り継がれてきた土砂災
害の記憶が次世代へと伝承されず、貴
重な『災害文化』が失われつつあるこ
とが考えられます。
　土砂災害から人命を守るためには、
住民一人ひとりが高い防災意識を持
ち、土砂災害が発生する前に避難する
ことが何よりも重要です。そこで、歴
史的な土砂災害に焦点をあて、県内各
地で発生した災害事例を調査し、本
県における過去の災害を振り返りこ
の『災害文化』を復活させ、次世代へ
伝承する必要性から『宮崎県における
災害文化の伝承』と題する冊子（図−
2）を平成18年 3 月に作成しました（こ
の冊子については、宮崎県県土整備部
砂防課ホームページから御覧になれま
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5．最近の取り組み
＜大規模災害時の応援体制＞
　大規模な災害が発生した場合、これまで本県で
は、災害を受けた地域を管轄する土木事務所長等
からの応援要請を受けてから、県土整備部の本庁
各課及び他の土木事務所等から災害業務の応援職
員を派遣していましたが、応援する職員の選定や
旅費、派遣する期間などの事務手続きをその都度
取り決めていたため、短期間で応援職員を派遣す

写真− 1　昭和14年災被害状況（掲載写真）

図− ３　応援チームの派遣イメージ

表− 4　宮崎県の主な土砂災害年表（掲載資料）

図− 2　宮崎県における災害文化の伝承（表紙）

途中省略
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　初動対応チームは被災直後から派遣されるた
め、情報の錯綜など想定外の事態が起きた際にも
臨機に対応できるよう、本庁職員を主体とし、査
定応援チームは災害査定の経験が豊富な出先職員
を任命しておき、被害の少ない地域の土木事務所
の応援職員を大規模な被災のあった事務所へ派遣
し、原則 2週間で次の応援職員へ引き継ぐことに
しています。
　応援職員の任命と派遣については、県土整備部
の災害対応のない本庁各課及び各出先機関の長
が、毎年度当初に所属職員の中から、災害復旧業
務に習熟した職員を選定し、その選定された職員
を県土整備部長が大規模災害時応援職員として任
命します。県土整備部長は、大規模な災害を受け
た現地機関の長の要請に基づいて、災害時応援職

図− 4　応援チームの制度イメージ

ることが困難でした。このため、本庁各課及び出
先の土木事務所で災害業務に習熟した職員を応援
職員として予め選定しておき、大規模な災害が発
生した地域の土木事務所等へ速やかに派遣し、迅
速な被害情報の把握や緊急工事の実施等を行うこ
とで、当該地域の生活・社会基盤を早期に回復し、
民生安定を図る「大規模災害時の応援体制」を平
成22年 ４ 月から整えています（図− 3）。
　チーム体制としては、災害時の応援職員を被災
直後からの初動対応期間（概ね10日間）に派遣す
るチーム（初動対応チーム）と被害の全体概要が
判明してから災害査定までの期間に派遣するチー
ム（査定応援チーム）に編成し、被災した地域の
災害復旧の応援業務を行うこととしています（図
− ４）。

員の所属長と協議し、応援チームの派
遣を決定します。

＜大規模災害時の防災協定＞
　災害時における応急復旧、被災者支
援を迅速かつ円滑に進めるため、あら
かじめ、復旧活動に必要な人材・資機
材・物資等を有し、県全域で組織的な
活動が可能な民間団体（建設業協会等）
と防災協定を締結しています。

＜他県への職員の派遣状況＞
　平成23年の東日本大震災、台風12号
紀伊半島豪雨及び平成24年九州北部豪
雨の復旧支援としまして職員の派遣を
行っています。
宮 城 県：平成23年 6 月からのべ11名
福 島 県：平成23年 9 月からのべ 7名
和歌山県：平成23年10月から平成24年

3 月までのべ 3名
大 分 県：平成24年 9 月からのべ 2名
熊 本 県：平成24年11月から 1名
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＜災害復旧技術の伝承について＞
　災害の多い県として知られている本県でも平成
17年以降大きな災害が発生しておらず、また、団
塊の世代を含めこれまで土木行政を支えて下さっ
た先輩職員が次々と退職されるなど、若手、中堅
職員への災害復旧技術の伝承が重要な課題となっ
ています。

　こうしたことを踏まえて、若手職員を対象とし
た災害復旧研修を毎年行い災害復旧技術のレベル
アップに取り組んでいます。研修では、災害復旧
の基本的な考え方等を講義したあとに、実際に被
災箇所の図面に各自で護岸の高さや根入れを決め
る作業から構造物の切り込みまでしてもらいま
す。また、査定設計書の作成方法、写真の撮影方
法等も講義します。実習では、実際に写真の撮影
をやってもらったり、職員が査定官、立会官にな
って模擬査定を行って申請時の読み上げ等をやっ
てもらい、少しでも災害査定がどのようなものか
体験してもらえるような取り組みも行っています。

6 ．おわりに
　平成24年災につきましては、日南市道の地すべ
り災及び国道448号の道路災の事前協議など、国
土交通省防災課をはじめとして関係機関の皆様の
御指導を頂きながら応急工事や査定申請を進める
ことができました。この場をかりてお礼を申し上
げます。
　これからも、災害発生時に迅速に対応し、被災
箇所の早期復旧に対応できる体制づくりや職員の
技術力向上に努力してまいります。

写真− ３　研修状況写真

写真− 2　応援職員の査定申請の様子




